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(57)【要約】
【課題】躰腔鏡下で針を用いて縫合作業する鉗子の先端
顎部がほぼ直角まで任意に折れ曲がり、しかもその先端
部が短い鉗子において、縫合作業性、操作性に優れた鉗
子機構を有する持針鉗子を提供する。
【解決手段】躰腔鏡下で外科縫合する持針鉗子におい
て、鉗子シャフト１６と、前記鉗子シャフトの先端に設
けられ、且つ、鉗子シャフトに対して略直角まで任意に
折れ曲がり可能な先端シャフト２５と、前記先端シャフ
トより突出して配置された顎１と、前記顎１に接続され
前記先端シャフトおよび鉗子シャフト内に回転自在に収
納された軸２２、４と、前記顎１の開閉を行う顎部開閉
手段５、６、２と、前記顎１を回転させる顎回転手段
９、４、２２と、前記先端シャフト２５を鉗子シャフト
に対して略直角まで任意に折れ曲げるための折り曲げ手
段１４、１３、１２と、先端シャフト２５を回転させる
シャフト回転手段１７、２０、１６とを備えてなる持針
鉗子。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】躰腔鏡下で外科縫合する持針鉗子におい
て、鉗子シャフト１６と、前記鉗子シャフトの先端に設
けられ、且つ、鉗子シャフトに対して略直角まで任意に
折れ曲がり可能な先端シャフト２５と、前記先端シャフ
トより突出して配置された顎１と、前記顎１に接続され
前記先端シャフトおよび鉗子シャフト内に回転自在に収
納された軸２２、４と、前記顎１の開閉を行う顎部開閉
手段５、６、２と、前記顎１を回転させる顎回転手段
９、４、２２と、前記先端シャフト２５を鉗子シャフト
に対して略直角まで任意に折れ曲げるための折り曲げ手
段１４、１３、１２と、先端シャフト２５を回転させる
シャフト回転手段１７、２０、１６とを備えてなる持針
鉗子。
【請求項２】前記折り曲げ手段１４は、先端シャフトに
設けたプーリと、このプーリに巻回されたワイヤとワイ
ヤを操作するモータとによって構成したことを特徴とす
る請求項１に記載の持針鉗子。
【請求項３】前記折り曲げ手段１４は、鉗子シャフトの
外周に設けられ、鉗子シャフト上を摺動可能な操作部材
３５と、この操作部材と先端シャフトとを連結する連結
部材３６で構成したことを特徴とする請求項１に記載の
持針鉗子。
【請求項４】前記操作部材３５は、前記先端シャフト２
５を回転させる回転手段１７を兼ねていることを特徴と
する請求項３に記載の持針鉗子。
【請求項５】前記顎１を回転させる顎回転手段９と、前
記先端シャフト２５を鉗子シャフトに対して略直角まで
任意に折れ曲げるための折り曲げ手段１４と、先端シャ
フト２５を回転させるシャフト回転手段１７とをモータ
により構成したことを特徴とする請求項１に記載の持針
鉗子。
【請求項６】前記モータのスイッチは、操作し易い鉗子
本体部に配置してあることを特徴とする請求項２または
請求項５に記載の持針鉗子。
【請求項７】前記鉗子は鉗子重量を相殺するための鉗子
支持手段により支持されていることを特徴とする請求項
１～請求項６のいずれかに記載の持針鉗子。
【請求項８】前記顎１の開閉を行う顎部開閉手段５、６
はてことワイヤとによって構成したことを特徴とする請
求項１～請求項７のいずれかに記載の持針鉗子。
【請求項９】前記顎１に接続され前記先端シャフトおよ
び鉗子シャフト内に回転自在に収納された軸２２、４
は、先端シャフトと鉗子シャフトの折れ曲がり部におい
て多重巻たわみ軸継手で接続されていることを特徴とす
る請求項１～請求項８のいずれかに記載の持針鉗子。
【請求項１０】躰腔鏡下で外科縫合する持針鉗子におい
て、鉗子シャフト１６の先端に設けられ、且つ、鉗子シ
ャフトに対して略直角まで任意に折れ曲がり可能な先端
シャフト２５と、前記先端シャフト２５に対して折れ曲*
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*がり角と方位角を与えることができる手元折り曲げ手段
と、先端シャフト２５より突出して配置された顎１と、
前記顎１に接続され前記先端シャフト２５、鉗子シャフ
ト１６、手元折れ曲げ手段内に回転自在に収納された軸
２２、４、１０４と、前記顎１の開閉を行う顎部開閉手
段５とを備え、前記手元折り曲げ手段を操作することに
より先端シャフト２５に対して折れ曲がり角およびその
方位という姿勢運動を与えることができるようにしたこ
とを特徴とする持針鉗子。
【請求項１１】前記先端シャフト２５に対して折れ曲が
り角と方位角を与えることができる手元折り曲げ手段は
ワイヤとプーリによって構成したことを特徴とする請求
項１０に記載の持針鉗子。
【請求項１２】前記先端シャフト２５に対して折れ曲が
り角と方位角を与えることができる手元折り曲げ手段は
リンク機構によって構成したことを特徴とする請求項１
０に記載の持針鉗子。
【請求項１３】前記先端シャフト２５に対して折れ曲が
り角と方位角を与えることができる手元折れ曲げ手段は
回転入力－回転出力機構からなることを特徴とする請求
項１０に記載の持針鉗子。
【請求項１４】躰腔鏡下で外科縫合する持針鉗子におい
て、鉗子シャフト１６の先端に設けられ、且つ、鉗子シ
ャフトに対して略直角まで任意に折れ曲がり可能な先端
シャフト２５と、鉗子シャフト１６の後端に設けられ、
且つ、鉗子シャフトに対して略直角まで任意に折れ曲が
り可能な手元シャフト１１６と、前記先端シャフト２５
より突出して配置された顎１と、前記顎１に接続され前
記先端シャフト２５、鉗子シャフト１６、手元シャフト
１１６内に回転自在に収納された軸２２、４、１０４
と、前記軸２２、４、１０４内に配置され前記顎１の開
閉を行う顎部開閉手段５と、前記手元シャフト１１６の
軸心を中心に手元シャフト１１６に回転可能に設けた本
体２７とを備え、鉗子シャフト１６と本体２７が作る基
準座標に対する本体２７に姿勢運動を与え、その運動に
よって先端シャフト２５の折れ曲がり角およびその方位
という姿勢運動を行えるようにしたことを特徴とする持
針鉗子。
【請求項１５】前記顎１に接続され前記先端シャフト、
鉗子シャフト、手元折れ曲げ手段（手元シャフト）内に
回転自在に収納された軸２２、４、１０４は、先端シャ
フトと鉗子シャフトの折れ曲がり部において多重巻たわ
み軸継手で接続されていることを特徴とする請求項１０
～請求項１４のいずれかに記載の持針鉗子。
【請求項１６】前記鉗子は鉗子重量を相殺するための鉗
子支持手段により支持されていることを特徴とする請求
項１０～請求項１５のいずれかに記載の持針鉗子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、躰腔内で針と糸を
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用いて外科縫合する器具である持針鉗子に関するもので
あり、さらに具体的には、躰腔鏡下で針を用いて縫合作
業する鉗子の先端顎部がほぼ直角まで任意に折れ曲が
り、しかもその先端部が３０ｍｍ程度の短い鉗子におい
て、縫合作業性、操作性に優れた鉗子機構を有する持針
鉗子に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】躰腔鏡下縫合では、針の位置と姿勢を自
由に与える必要がある。運動学的には６自由度と針把持
顎の開閉運動が必要とされる。躰腔鏡下ではさらに、鉗
子シャフト径は約１０ｍｍ以下であることや作業空間が
小さいという制約がある。さらに、手動鉗子では手で操
作するという制約が加わる。
【０００３】現在の医療用鉗子について、先ず基本的な
観点について述べる。持針鉗子の構造と運動は、針の形
状および人間の手の可動域と密接な関係を持っている。
すなわち、人間の手の可動域および鉗子の運動に制約が
ある場合、その運動で縫合が可能な形状の針が使用され
る。針には、直線状のもの、半円弧状のもの、それらの
中間である１／４円弧と直線を繋いだ形状のものがあ
る。直状針の場合、鉗子先端を刺込方向に針を整えて平
行移動させる必要がある。これに対して、円弧針の場
合、鉗子先端は回転運動が主な運動となるという特徴が
ある。
【０００４】現状の躰腔鏡下での縫合の多くの場合、先
端顎部が折れ曲がらない持針鉗子が用いられている。ま
た、直状針あるいは１／４円弧・直状針が用いられる。
この場合、まず、患部に針で糸を通す動作では、鉗子シ
ャフト回りの回転と、鉗子先端の平行運動により、針の
姿勢や位置を決め、刺入・貫通を行っている。また、糸
結び動作では、結び目を体外で作って、それを体内に送
ることで行っている。この種の鉗子を便宜上、単純持針
鉗子と呼ぶことにする。
【０００５】現在利用されているもう一つの代表的な縫
合として、ホッチキス型（あるいはステープル式）のも
のがある。この型の鉗子は動作範囲は十分ではないが、
次に述べる動作が可能な手操作多自由度ホッチキス型鉗
子となっている。なお、この鉗子では、ホッチキス針が
金属であり、体内に残るという欠点がある。
【０００６】鉗子の操作性を改善するため、先端顎部が
折れ曲がった状態で鉗子先端を手動で回転させることが
出来るものが種々提案されている。これらの鉗子には、
先端顎部の折れ曲がり角が小さいもの、先端部の長さが
長いもの、運動の自由度が不足するものなどがある。こ
の種の鉗子を便宜上、手操作多自由度持針鉗子と呼ぶこ
とにする。
【０００７】また、持針鉗子を躰腔外のロボットで操作
するIntuitive Surgical社の da VInci システムがあ
り、このシステムでは手操作と言う要件以外は上述の用
件は満たしている。この種のものを便宜上、ロボット操

4
作持針鉗子と呼ぶことにする。
【０００８】ロボット操作鉗子と現状の単純鉗子との中
間の形態を目指す鉗子として、最近中沢（慶応大）・東
芝のグループが提案している新しい形態の鉗子がある。
この鉗子は、鉗子が躰穴を通過したり、鉗子を保持した
り補助機器を持ち、また操縦桿を鉗子の手元に一体とし
て設置するという考え方のものである。この種の鉗子を
便宜上、ハイブリッド持針鉗子と呼ぶことにする。中沢
・東芝らが現在提案しているものでは、操作自由度が不
足していること、シャフト直径が２０ｍｍであること、
顎部に回転を与えるメカニズムが  ｄａ  Ｖｉｎｃｉシ
ステムと同じジンバル機構を用いていることなどの問題
点がある。上述したように、従来の研究・提案の鉗子の
ほとんどが、運動自由度、動作範囲が不足している。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、持針鉗子が
顎開閉、顎回転、先端折れ曲げ、シャフト回転、顎の立
体位置（Ｘ，Ｙ，Ｚ）の七つの運動を行うことが出来る
場合について、これらを手で操作するときに生じる問題
を解決することを目的としている。すなわち、本発明が
扱う問題は、顎部の回転に関するものおよび先端折れ曲
げとシャフト回転に関するものの二つである。
【００１０】最初に顎部の回転についての問題を考え
る。顎部の回転に関してまず、患部に針で糸を通す動作
について考える。（１）直状針を用いる場合、鉗子先端
を刺込む方向に平行移動させる必要、即ち立体位置
（Ｘ，Ｙ，Ｚ）数ｍｍ立方の中で微細に操作する必要が
ある。ところで、顎の立体位置を躰穴外の操作で与える
には、操作手元の立体位置を逆方向の運動によって与え
る必要があり、微細な動作が難しい。（２）また，円弧
針を用いる場合、患部に刺込み、針に回転運動を与える
必要がある。その際、シャフトから折れ曲げた先にある
顎部に回転運動を伝達する機構として、ジンバル機構を
用いた鉗子の場合、シャフト先端を立体的に動かしなが
らシャフトをその軸回りに回転させなければならないと
言う、手操作では難しい運動が要求されるという問題が
ある。
【００１１】顎部の回転に関して、次に、糸結びを行う
動作について考える。右手指で持った糸を左手指に２～
３回巻付け、左手指で他方の糸端をつまんで、２～３回
巻き付けた輪の中を通す。この動作をもう一度繰り返し
て、結節を作る。糸を左手指に２～３回巻き付ける動作
は、右手指の立体位置（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を操作して得てい
る。この巻付け動作における立体位置操作は数ｍｍ立方
の中での微細な動作になる。ｄａ  Ｖｉｎｃｉシステム
のようなロボット操作では難しいことではないが、この
動作を手操作で行うことが難しいという問題がある。
【００１２】次に先端折れ曲げとシャフト回転に関する
問題について考える。多自由度持針鉗子は、顎開閉、顎
回転、先端折れ曲げ、シャフト回転、顎の立体位置
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（Ｘ，Ｙ，Ｚ）の七つの運動を行うことが出来る。この
ような多自由度鉗子を両手それぞれに持って、七つの動
作要素に対する操作指令を、片手でどのように出すかと
言う問題がある。顎部の立体位置は、手全体で与えるこ
とができるが、残る動作、特に先端折れ曲げとシャフト
の回転をどのように与えると操作性が良いかという問題
がある。
【００１３】本発明は、これらの制約の下で操作性の良
い鉗子を提供することを目的としており、本発明の鉗子
は、以下に述べるように手操作・多自由度・電動・持針
・鉗子であり、上述の動作要件を全て満たす構成となっ
ている。なお、本発明も前述のハイブリッド持針鉗子に
属するが、中沢・東芝グループと比べ、手術機器に近い
ものということができる。
【００１４】持針鉗子において、折れ曲がった先にある
顎部がその中心軸回りに滑らかに回転出来れば、微細な
操作が難しい先端顎部の立体位置操作をしなくても、顎
部の立体位置は固定したままで、円弧針を回転させるだ
けで患部への糸通しが出来る。また糸結びでは、立体位
置の操作をしなくても、糸を左手指に２～３回巻き付け
る動作が必要無くなる。右手指が、すなわち右手鉗子の
顎が糸を持ったまま回転すれば、右手指の回りに糸が巻
きつく。この時、顎部の立体位置は固定したままで十分
である。本発明では、顎部の回転をモータで与えること
により、最も繊細な運動を要求される顎部の回転運動中
は手で動かす必要が無くなり、微細操作には有利とな
る。
【００１５】先に述べたように、ジンバル機構を用いる
鉗子の場合、顎部に回転を与える場合、鉗子シャフト先
端の立体位置を操作する必要があり、手操作でその立体
位置を微細に操作することになる。本発明では、たわみ
軸継手を用い、しかもその運動をモータで与えることに
より、鉗子の立体位置を手操作で微細に制御する必要を
無くしている。
【００１６】先端折れ曲げとシャフト回転については、
（い）これら二つの動作も電動とし、スイッチの操作で
与える方法、（ろ）両手に多自由度鉗子を持つことを諦
め、反対側の手でこれら二つの動作を与える方法、
（は）躰外に握り手の近くに新たにシャフト折り曲げ部
を設け、その折れ曲げ角により先端顎部の折れ曲げ角に
指令を与え、また新たに設けたシャフト折り曲げ部のシ
ャフトの方位により鉗子シャフト回りの回転位置に指令
を与える方法が考えられる。これらの内、（は）の方法
は７つの運動の全てを片手で与えることが出来、しかも
鉗子に必要なモータの個数が少ないと言う利点がある。
【００１７】
【課題を解決するための手段】上記のような観点から、
本発明が採用した技術解決手段は、躰腔鏡下で外科縫合
する持針鉗子において、鉗子シャフト１６と、前記鉗子
シャフトの先端に設けられ、且つ、鉗子シャフトに対し
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て略直角まで任意に折れ曲がり可能な先端シャフト２５
と、前記先端シャフトより突出して配置された顎１と、
前記顎１に接続され前記先端シャフトおよび鉗子シャフ
ト内に回転自在に収納された軸２２、４と、前記顎１の
開閉を行う顎部開閉手段５、６、２と、前記顎１を回転
させる顎回転手段９、４、２２と、前記先端シャフト２
５を鉗子シャフトに対して略直角まで任意に折れ曲げる
ための折り曲げ手段１４、１３、１２と、先端シャフト
２５を回転させるシャフト回転手段１７、２０、１６と
を備えてなる持針鉗子である。また、前記折り曲げ手段
１４は、先端シャフトに設けたプーリと、このプーリに
巻回されたワイヤとワイヤを操作するモータとによって
構成したことを特徴とする持針鉗子である。また、前記
折り曲げ手段１４は、鉗子シャフトの外周に設けられ、
鉗子シャフト上を摺動可能な操作部材３５と、この操作
部材と先端シャフトとを連結する連結部材３６で構成し
たことを特徴とする持針鉗子である。また、前記操作部
材３５は、前記先端シャフト２５を回転させる回転手段
１７を兼ねていることを特徴とする持針鉗子である。ま
た、前記顎１を回転させる顎回転手段９と、前記先端シ
ャフト２５を鉗子シャフトに対して略直角まで任意に折
れ曲げるための折り曲げ手段１４と、先端シャフト２５
を回転させるシャフト回転手段１７とをモータにより構
成したことを特徴とする持針鉗子である。また、前記モ
ータのスイッチは、操作し易い鉗子本体部に配置してあ
ることを特徴とする持針鉗子である。また、前記鉗子は
鉗子重量を相殺するための鉗子支持手段により支持され
ていることを特徴とする持針鉗子である。また、前記顎
１の開閉を行う顎部開閉手段５、６はてことワイヤとに
よって構成したことを特徴とする持針鉗子である。ま
た、前記顎１に接続され前記先端シャフトおよび鉗子シ
ャフト内に回転自在に収納された軸２２、４は、先端シ
ャフトと鉗子シャフトの折れ曲がり部において多重巻た
わみ軸継手で接続されていることを特徴とする持針鉗子
である。また、躰腔鏡下で外科縫合する持針鉗子におい
て、鉗子シャフト１６の先端に設けられ、且つ、鉗子シ
ャフトに対して略直角まで任意に折れ曲がり可能な先端
シャフト２５と、前記先端シャフト２５に対して折れ曲
がり角と方位角を与えることができる手元折り曲げ手段
と、先端シャフト２５より突出して配置された顎１と、
前記顎１に接続され前記先端シャフト２５、鉗子シャフ
ト１６、手元折れ曲げ手段内に回転自在に収納された軸
２２、４、１０４と、前記顎１の開閉を行う顎部開閉手
段５とを備え、前記手元折り曲げ手段を操作することに
より先端シャフト２５に対して折れ曲がり角およびその
方位という姿勢運動を与えることができるようにしたこ
とを特徴とする持針鉗子である。また、前記先端シャフ
ト２５に対して折れ曲がり角と方位角を与えることがで
きる手元折り曲げ手段はワイヤとプーリによって構成し
たことを特徴とする持針鉗子である。また、前記先端シ
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7
ャフト２５に対して折れ曲がり角と方位角を与えること
ができる手元折り曲げ手段はリンク機構によって構成し
たことを特徴とする持針鉗子である。また、前記先端シ
ャフト２５に対して折れ曲がり角と方位角を与えること
ができる手元折れ曲げ手段は回転入力－回転出力機構か
らなることを特徴とする持針鉗子である。また、躰腔鏡
下で外科縫合する持針鉗子において、鉗子シャフト１６
の先端に設けられ、且つ、鉗子シャフトに対して略直角
まで任意に折れ曲がり可能な先端シャフト２５と、鉗子
シャフト１６の後端に設けられ、且つ、鉗子シャフトに
対して略直角まで任意に折れ曲がり可能な手元シャフト
１１６と、前記先端シャフト２５より突出して配置され
た顎１と、前記顎１に接続され前記先端シャフト２５、
鉗子シャフト１６、手元シャフト１１６内に回転自在に
収納された軸２２、４、１０４と、前記軸２２、４、１
０４内に配置され前記顎１の開閉を行う顎部開閉手段５
と、前記手元シャフト１１６の軸心を中心に手元シャフ
ト１１６に回転可能に設けた本体２７とを備え、鉗子シ
ャフト１６と本体２７が作る基準座標に対する本体２７
に姿勢運動を与え、その運動によって先端シャフト２５
の折れ曲がり角およびその方位という姿勢運動を行える
ようにしたことを特徴とする持針鉗子である。また、前
記顎１に接続され前記先端シャフト、鉗子シャフト、手
元折れ曲げ手段（手元シャフト）内に回転自在に収納さ
れた軸２２、４、１０４は、先端シャフトと鉗子シャフ
トの折れ曲がり部において多重巻たわみ軸継手で接続さ
れていることを特徴とする持針鉗子である。また、前記
鉗子は鉗子重量を相殺するための鉗子支持手段により支
持されていることを特徴とする持針鉗子である。
【００１８】
【実施の形態】最初の具体例における操作指令方法で
は、七つの動作要素を使って、鉗子で縫合作業するとき
の必要とされる動作要素の頻度は一様ではないことに着
目する。観察によれば、頻度の大きさの順位は、顎の立
体位置（Ｘ，Ｙ，Ｚ），顎開閉，顎回転，先端折れ曲
げ，シャフト回転の順となる。顎部の立体位置は，手全
体で与えることが出来る。残る動作を、片手にある親
指，人指し指，中指、薬指、小指で担当させる場合を考
える。ところで、それぞれの指は動作し易さに差があ
る。現状型の鉗子では顎の開閉に人指し指が配分される
もの、親指と人指し指で開閉する物があり、医者はその
方式に慣れ親しんでいる。また、これは指の動作し易さ
に適合している。そこで、人指し指に顎の開閉、親指に
顎の回転を割り振る方式、あるいは親指と人指し指で顎
の開閉、中指に顎の回転を割り振る方式により操作性の
問題に対応する。他の動作要素の頻度は大きくないので
他の指などに配置する方法、場合に応じて、さらに様々
な方法が考えられる。
【００１９】本発明は、上述した問題点を解決するため
に、持針鉗子が顎開閉、顎回転、先端折れ曲げ、シャフ
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ト回転、顎の立体位置（Ｘ，Ｙ，Ｚ）の七つの運動を行
うことが出来る以下の構成例を採用している。
【００２０】以下図面を参照して本発明の第１実施形態
について説明する。図１（イ）において、１は鉗子先端
部に設けた顎であり顎は先端折れ曲がり軸２２に取り付
けられ、軸２３を中心に揺動可能（開閉可能）に取り付
けられている。顎１は顎の開閉を行う針金２に接続さ
れ、針金２は先端折れ曲がり軸２２、たわみ継手（多重
巻たわみ軸継手）３、中空の駆動軸４の中心部を通っ
て、本体に揺動自在に支持されているてこ５の端部に連
結されている。てこ５は連結部材２４を介して本体に揺
動自在に支持されているてこ６に連結され、てこ６の端
部は人差し指により操作できるようになっており、前記
てこ５、てこ６、針金によって顎開閉手段を構成してい
る。てこ６を人指し指７で操作することで、連結部材２
４を介しててこ５を揺動し、針金２の出入りにより顎１
を開閉することができる。このような構造にすることに
より、人指し指７は顎のしめつけ力を感じることが出来
る。
【００２１】前記先端折れ曲がり軸２２は多重巻たわみ
軸継手３を介して駆動軸４に接続されており、駆動軸４
は中空状をしておりその端部において歯車２１ａ、２１
を介して電動モータ９の出力軸に連結されている。駆動
軸４は円筒状の鉗子シャフト１６内に適宜軸受を介して
回転自在に配置されている。前記鉗子シャフト１６の先
端には先端シャフト２５が軸１１を中心に揺動自在に取
り付けられており、この先端シャフト２５内には先端折
れ曲がり軸２２がボール軸受８を介して回転自在に支持
されており、前記先端折れ曲がり軸２２は多重巻たわみ
軸継手３を介して駆動軸４に接続されている。前記モー
タ９は後述する鉗子シャフト１６に固定支持されてお
り、本体２７に設けたスイッチ１０によってＯＮ、ＯＦ
Ｆ動作を行う。この構成により、モータ９を駆動するこ
とにより歯車２１、２１ａを介して駆動軸４が回転し、
さらに多重巻たわみ軸継手３を介して先端折れ曲がり軸
２２を回転することができ、顎回転手段を構成してい
る。
【００２２】先端シャフト２５にはプーリ１２が取り付
けられており、このプーリ１２の回転中心に鉗子シャフ
ト１６を連結する前記軸１１が配置されている。プーリ
１２にはワイヤー１３が巻回されワイヤー１３の端部は
モータ１４の軸に取り付けた巻き取り、巻き戻しプーリ
１４ａに連結されている。先端シャフト２５は軸１１の
回りに、プーリー１２に巻き付けられたワイヤー１３の
操作によって折り曲げられ、これによって先端シャフト
２５内の先端折れ曲がり軸２２も多重巻たわみ軸継手の
部分から折れ曲げられる。ワイヤー１３はモータ１４に
より駆動され、その指令は中指が操作するスイッチ１５
により与えられ、これらによってシャフト折り曲げ手段
を構成している。
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9
【００２３】また、鉗子シャフト１６は軸受２６を介し
て本体２７に回転自在に支持されている。本体２７には
モータ１７が取り付けられており、そのモータ１７の出
力軸に設けた歯車２０が鉗子シャフトに取り付けた歯車
２０ａに噛み合っている。鉗子シャフト１６はモータ１
７により回転し、先端シャフト２５を基台とする先端顎
部１も回転する。モータ１７の指令は、薬指が操作する
スイッチ１８により与えられる。これらによってシャフ
ト回転手段を構成している。
【００２４】本体２７には、顎１を回転させるためのモ
ータ９用の前記スイッチ１０、ワイヤー１３を操作する
ためのモータ１４用の前記スイッチ１５、モータ１７を
作動する前記スイッチ１８等が設けられており、また  
鉗子全体の重量が小さいほど微細操作には有利になるの
で、鉗子鉗子重量を相殺するためのスプリング１９が本
体２７に連結され、そのスプリングが適宜支持部材に取
付られており、この構成によって鉗子支持手段を構成し
ている。スイッチ１０は親指により、スイッチ１５は中
指により、スイッチ１８は薬指により操作できるよう図
示のように本体上に配置されており、握り手が本体把持
状態において中指、薬指、小指の３本を充てることが出
来るので安定する利点がある。なお、前記スイッチ１
０，１５、１８は操作性を考慮して図（ロ）に示すよう
にその配置を変え、これら３種のスイッチを親指で操作
させることもできる。
【００２５】ここで先端折れ曲がり軸２２と駆動４とを
結合する、たわみ継手の一例としての多重巻たわみ軸継
手を図２を参照して説明する。図２において、多重巻た
わみ軸継手３は、線状芯材を構成する芯巻きコイル３１
部の表面に、細い線を束ねた状態と同じ効果をもつ帯状
体３２を用いてコイル状に巻いて、中巻きコイル３２を
形成し、さらにその外側に、中巻きコイル３２とは逆向
きに帯状体をコイル状に巻いて外巻きコイル３３を作
り、折れ曲がり時において、芯巻きコイル３１の線の間
に中巻き線、外巻き線が落ち込まないようにしている。
そして、この多重巻たわみ軸継手の中に前述した顎開閉
用の針金が挿通されている。上記たわみ軸継手を回転伝
達部材の折れ曲がり部に使用することにより、トルク伝
達時に、トルクによって中巻き線あるいは外巻き線が内
側のコイルを締めつけ確実にトルクを伝達することがで
き、さらに継手の円弧半径を小さくし、軸角を大きくし
た状態でも、中巻き線、外巻き線が、芯巻き線の間に落
ち込むことを防止でき、継手全体を容易にたわませるこ
とを可能としている。なお、この多重巻たわみ軸継手の
構成については本出願人によって出願された特願２００
０－３９６８８１にその詳細が説明されている。
【００２６】上記構成からなる鉗子の作動について説明
する。人指し指７によって、顎開閉手段を構成するてこ
６を操作すると、連結部材２４を介しててこ５が揺動
し、針金２が出入りし、顎１の開閉が行われる。この
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時、人指し指は顎１のしめつけ力を感じることが出来
る。親指によってスイッチ１０を操作すると、顎回転手
段を構成するモータ９が作動し駆動軸４が回転し、さら
に多重巻たわみ軸継手３を介して先端折れ曲がり軸２２
が回転し鍔１の回転駆動がおこなわれる。中指によって
スイッチ１５を操作すると、折り曲げ手段を構成するモ
ータ１４が作動してプーリー１２に巻き付けられたワイ
ヤー１３が出入りし、先端シャフト２５が折れ曲がる。
さらに、薬指でスイッチ１８を操作すると、シャフト回
転手段を構成するモータ１７が作動し、鉗子シャフト１
６が回転して、鉗子シャフトを基台とする先端シャフト
および顎１も回転する。以上のように、上記実施形態に
よれば、持針鉗子が顎開閉、顎回転、先端折れ曲げ、シ
ャフト回転、顎の立体位置（Ｘ，Ｙ，Ｚ）の七つの運動
を行うことが可能となった。
【００２７】続いて図３を参照して第２実施形態を説明
する。第２実施形態では、両手に多自由度鉗子を持つこ
とを諦め、反対側の手が利用できるようにしている。前
述の第１実施形態では、先端折れ曲がり軸の折れ曲げ動
作、鉗子シャフトの回転動作、鍔１の回転回転動作はモ
ータ１４、１７、９で駆動しているが、操作頻度が少な
いので、鉗子持ち手とは反対の手で操作する方式でも操
作性は極端に悪くはならない。図３に、折れ曲げやシャ
フトの回転を反対の手で操作することを想定した構成の
例を示す。図中、第１実施形態と同一符号は同一機能部
材を示している。
【００２８】図３において、この形態では先端シャフト
の折れ曲げ手段として鉗子シャフト１６の外周を摺動す
る操作部材３５が使用されており、この操作部材３５が
連結棒３６を介して先端シャフト２５と連結されてい
る。操作部材３５は鉗子シャフト１６の回転操作部材を
兼用している。顎１を開閉する針金２を操作するてこ５
およびてこ６は配置が異なっているが機能は第１実施形
態と同じである。なお、てこ６は人指し指７によって操
作されるようになっている。先端折れ曲がり軸２２はボ
ール軸受８により支えられ、たわみ継手（多重巻たわみ
継手）３を介して駆動軸４に接続されている。また本体
２７には駆動軸４を回転させるモータ９が設けられ、こ
のモータ９の出力軸に設けた歯車２１、２１ａによって
駆動軸４を回転できるようになっている。顎１の回転は
親指が操作するスイッチ１０によりモータ９を作動して
行われる。顎１の軸１１回りの折れ曲げは、操作部材３
５を鉗子シャフト上で矢印方向に移動することにより連
結棒３６を介して行われる。また、鉗子シャフト１６の
回転はモータを使用せずに、例えば、前記操作部材３５
を手で回転操作することで回転させることができる。
【００２９】続いて図４を参照して第３実施形態の説明
をする。この実施形態は、鉗子シャフト１６に対する本
体（握り手）２７の折れ曲がり角とその方位角により、
先端シャフト２５の折れ曲がり角とその方位角を与える
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11
ことができるようにした点に特徴がある。図中、第１実
施形態と同一符号は同一機能部材を示している。図４に
おいて、顎１の開閉は、本体（握り手）２７に取り付け
られたてこ（レバー）６、５を操作して、中空の駆動軸
４の中心を通る針金２を動かすことでおこなう。この機
構は前述した実施形態のものと基本的には同じである。
顎１の駆動軸２２はたわみ継手３を介して、駆動軸４
に、さらにたわみ継手１００を介して手元折れ曲がり駆
動軸１０４に連結され、この軸は歯車２１、２１ａを介
して本体２７上に設けた駆動モータ９に接続され、前記
手元折れ曲がり駆動軸１０４は手元シャフト１１６内に
軸受１１５を介して回転自在に支持されている。先端シ
ャフト２５は、鉗子シャフト１６に対して軸１１廻りに
回転し、また手元シャフト１１６は鉗子シャフト１６に
対して軸１１１廻りに回転可能に取付られており、さら
に、手元シャフト１１６は連結棒１０３、滑走棒１０
２、連結棒１０１からなるリンク機構を介して先端シャ
フト２５に接続されている。手元シャフト１１６はその
周囲に軸受１１４を介して本体２７を備えており、本体
２７は手元シャフト１１６廻りに回転可能となってお
り、これらの構成要素によって手元折り曲げ手段を構成
している。なお、たわみ継手１００はたわみ継手３と同
じ継手を使用するが、必要に応じて他の形態のたわみ継
手を使用することも可能である。
【００３０】上記構成からなる持針鉗子の作動を説明す
る。先端シャフト２５の折れ曲がり運動は手元シャフト
折り曲げ手段を構成する手元シャフト１１６を本体２７
とともに図中左右方向に折り曲げ運動をすると、この動
きが連結棒１０３、滑走棒１０２、連結棒１０１を介し
て先端シャフト２５に伝えられ、先端シャフト２５が図
中左右方向に折れ曲がる。先端シャフトの折れ曲がり角
は手元シャフト１１６の折り曲げ角をαとすると、ｋα
となる。ここでｋ＝１として、先端シャフト２５の折れ
曲がり角ｋαが、手元シャフト１１６の折り曲げ角αと
同じ方向であれば、本体（握り手）２７を操作して希望
の方向に手元シャフト１１６を設定すれば、先端シャフ
ト２５はその方向と同じ方向を向くことになり、実感の
持てる操作ができることになる。実際には、ｋは１より
も大きくして、本体（握り手）２７を大きく折れ曲げる
必要がないようにすることが望ましい。また、本体２７
に対する先端シャフト２５の方位角βは、本体２７が手
元シャフト１１６の廻りに任意に回転できるので、この
回転に対応して得られる。図４では本体２７の長手方向
は紙面内に描かれているが、この長手方向が紙面に直角
となるように設定すると、本体（握り手）から見た先端
シャフトの方位が大きく変わることが理解できる。この
ように本体２７を手元シャフト廻りに回転することで必
要とする方位角βを得ることができる。
【００３１】図５（イ）、（ロ）、（ハ）に手元シャフ
ト１１６の折り曲げ角αに対応して先端シャフトを角度
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ｋαだけ折り曲げるための他の機構を示す。（イ）は二
つのプーリ１２と１１２、これらに巻きつくワイヤーを
用いる方向であり、また（ロ）は第３実施形態の連結棒
１０３、滑走棒１０２、連結棒１０１を一体にした連結
棒１１３を用いた四つ棒リンク機構を用いたものであ
る。前記（ロ）の場合には速比は一定とはならないが、
実用的には十分である。リンク機構を構成する連結棒１
１３は鉗子シャフト１６からオフセットして取り付ける
ことでαがゼロの位置からでも運動が伝えることができ
る。（ハ）は中間のメカニズムが回転入力  回転出力で
あればどのようなものでも可能であり速度比も一定であ
る必要はなく変化してもよい例を示している。なお、手
元シャフト１１６の折れ曲がり角αと先端シャフト２５
の折れ曲がり角ｋαの関係で、係数ｋが一定である必要
はなく、上記の機構に限らず他の機構を採用することも
できる。また、先端シャフト２５の折れ曲がり角がゼロ
の時（ｋα＝０）でも、手元シャフト１１６の折れ曲が
り角（α* ＝α＋αｏｆｆ）がゼロでなく、オフセット
値αｏｆｆを持つようにすることもできる。
【００３２】次に第４実施形態として、図５（イ）に示
す折り曲げ機構を用いた持針鉗子の例を説明をする。図
中、第１実施形態と同一符号は同一機能部材を示してい
る。この持針鉗子は、手元シャフト１１６と先端シャフ
ト２５とが同一平面Ｈ上に配置され、先端シャフト１１
６を平面Ｈ内で折り曲げ角αで折り曲げると先端シャフ
ト２５がｋα折れ曲がる構成となっている。また手元シ
ャフト１１６には軸受１１４を介して本体（握り手）２
７が回転自在に取付られており、この図では、本体２７
は方位角βを得るために平面Ｈからβ傾いた平面内に置
かれている。なお図中５０は躰穴である。先端シャフト
２５、躰穴５０を通過している鉗子シャフト１６、手元
シャフト１１６は夫々の中心軸は同一平面Ｈ上にあり、
鉗子シャフト１６に対する手元シャフト１１６の折り曲
げ角αの運動が、プーリ１１２、ワイヤー１３、プーリ
１２を介して折れ曲がり角ｋαとして先端シャフト２５
に伝達される。また、本体２７は方位角βを持って配置
されていることから、手元シャフト１１６の折り曲げ角
と方位角を、運動伝達機構により、先端シャフト２５に
伝達することができ先端シャフト２５の方位、折れ曲が
り司令を実感のあるものとすることができる。
【００３３】以上本発明に係る実施形態を説明してきた
が、本発明の特徴をまとめると次のようになる。即ち、
先端折れ曲がり軸を略直角まで曲がる機構を採用したた
めに可動域を広くすることができた。また、顎部の回転
をモータで与えることにより、手振れ少なく顎部に回転
の繊細な運動を与えることができた。また、幾つかのモ
ータを使用うことで、作業運動の頻度と各指の器用さを
対応させることができ、多種類の運動司令を片手で与え
ることができるようになった。さらに、鉗子の手元近く
に手元折り曲げ部を設けることで、手元折り曲げ部の折
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り曲げ角と方位角を、運動伝達機構により、先端折り曲
げ軸の折り曲げ角とその方位に伝えることができ、先端
折れ曲がり軸の方位、折れ曲がり司令を実感のあるもの
とすることができた。持針鉗子に、鉗子鉗子重量を相殺
するための支持手段（スプリング）を設けることによ
り、鉗子の操作が容易にできる。
【００３４】なお、本発明は上記実施形態に限定するこ
となく、種々の形態をとることができる。例えば、先端
折れ曲がり軸と駆動軸を連結するたわみ継手は多重巻た
わみ軸継手に限定することはなく、他の継手を使用する
こともできる。また、顎開閉手段、折り曲げ手段を構成
するリンク機構、顎回転手段、シャフト回転手段、折り
曲げ手段を構成するモータの配置、モータからの伝動機
構、各スイッチの配置、鉗子重量を相殺する鉗子支持手
段等も同様の機能を達成できるものであれば種々の形態
のものを使用することができる。またモータとしてエア
ーモータ等の使用することが可能である。さらに各実施
形態を構成する一部の部材を組み合わせて新しい実施形
態をつくることも可能である。さらに本発明は上記実施
形態に限定することなく、本発明はその精神または主要
な特徴から逸脱することなく、他のいかなる形でも実施
できる。そのため、前述の実施形態はあらゆる点で単な
る例示にすぎず限定的に解釈してはならない。
【００３５】
【発明の効果】以上、詳細に述べてきたように本発明の
持針鉗子によれば、顎開閉、顎回転、先端折れ曲げ、シ
ャフト回転、顎の立体位置（Ｘ，Ｙ，Ｚ）の七つの運動
を行うことが出来る。特に顎の回転をたわみ継手を介し
てモータで与えれば、患部への糸通し作業や結び作業に
おいて、鉗子先端の立体位置の微細な操作が不要にな
り、微細な動作が必要な縫合作業に有利になる。さらに
操作ハンドルによる折り曲げ手段では、鉗子の機構が簡
単となり、しかも先端折り曲げ部の曲げ角と方位が鉗子
の握り手の曲げ角と方位にほぼ対応させることが出来る
ため、実感の伴った操作が出来る、また、顎の開閉にプ
ーリ、ワイヤ、てこを使用することにより、人指し指に
よって顎のしめつけ力を感じることが出来る、先端折り
曲がり軸の可動域を広くすることができる、等々の優れ
た効果を奏することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施形態に係る持針鉗子の構成図である。
【図２】たわみ継手の説明図である。
【図３】第２実施形態に係る持針鉗子の構成図である。
【図４】第３実施形態に係る持針鉗子の要部構成図であ
る。
【図５】折り曲げ手段の他の形態を説明する図である。
【図６】第４実施形態に係る持針鉗子の要部構成図であ
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る。
【符号の説明】
１          顎
２          針金
３          たわみ継手
４          駆動軸
５、６      てこ
７          人指し指
８          ボール軸受
９          モータ
１０          スイッチ
１１          軸
１２          プーリ
１３          ワイヤー
１４          モータ
１４ａ        巻き取り、巻き戻しプーリ
１５          スイッチ
１６          鉗子シャフト
１７          モータ
１８          スイッチ
１９          鉗子支持手段（スプリング）
２０、２０ａ  歯車
２１、２１ａ  歯車
２２          先端折れ曲がり軸
２３          軸
２４          連結部材
２５          先端シャフト
２６          軸受
２７          本体（本体握り手）
３１          芯巻きコイル
３２          中巻きコイル
３３          外巻きコイル
３５          操作部材
３６          連結棒
５０          躰穴
１００        継手
１０１        連結棒
１０２        滑走棒
１０３        連結棒
１０４        手元折れ曲がり駆動軸、駆動軸
１１１        軸
１１２        プーリ
１１３        連結棒
１１６        手元シャフト
α            折れ曲がり角
β            方位角
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【図１】

【図２】
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【図４】
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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正内容】
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【図６】
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